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（組合）議論を行ない、改善がされているものはあるものの
中身としては納得が出来ないものである。

（会社）主張は理解するが１７日の回答が最終回答である。
（組合）交渉の文書回答でも「現行の取り扱いを変更する考

えはない」としながらエリア手当についても変更する
のは不誠実な交渉である。

（会社）他の労働組合との交渉もあり、申し入れの時点では
考えが無かったものである。

（組合）以前からも要求をしており今聞いて改善したとかそ
ういうものでもない。以前から要求されており主張と
しては受け止めているとかそういう回答で良いことで
ある。

（会社）理解する。回答の書き方が冷たいので考えたい。
（組合）業績反映が行なわれたのは受け止めるが金額が低す

ぎる。
（会社）２万円は０．０４箇月より多い金額である。貴側の

主張を受けて業績反映を考えたものである。
（組合）年間臨給としては５．４２箇月としているが、正確

には５．３８箇月である。特別加算０．０４箇月は記
載がないが含んでいないものである。

（会社）主張は理解する。基本としては５．３８箇月である。
（組合）昨年より業績は良いのにベース・アップが昨年を下

回るのは人への還元をしない姿勢であり抗議する。
（会社）主張は受け止めるが最終回答である。


